
 

達令公示第１６号 

宗宝宗史蹟保存条例施行条規の一部を改正する達令を次のように公示する。 

２０２５年６月２７日 

宗務総長 木 越   渉  

   宗宝宗史蹟保存条例施行条規の一部を改正する達令 

宗宝宗史蹟保存条例施行条規（２０００年達令公示第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１５条中「組織部」を「財務部」に改める。 

附 則 

 この達令は、２０２５年７月１日から施行する。 


